
（様式１）

政策評価（令和６年度）

１　戦略のねらい

２　施策評価の結果

※施策評価の結果：ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅの５段階で判定した結果

３　総合評価結果と評価理由

　※定量的評価：施策評価結果を点数化して平均点を算出し、Ａ相当、Ｂ相当、Ｃ相当、Ｄ相当、Ｅ相当の５段階に判定する。

　 　・施策評価結果の配点　ａ：４点、ｂ：３点、ｃ：２点、ｄ：１点、ｅ：０点

　 　・判定基準（平均点）　 　Ａ相当：４点、Ｂ相当：３点以上４点未満、Ｃ相当：２点以上３点未満、Ｄ相当：１点以上２点未満、Ｅ相当：１点未満

　※総合評価：定量的評価を基本とし、定性的評価を考慮する必要がある場合には、総合的な観点からA、B、C、D、Eの５段階に判定する。

４　主な課題と今後の対応方針

　※課題と今後の対応方針の各施策の詳細については、施策評価調書を参照

５　政策評価委員会の意見

政策評価調書

　戦略５　健康・医療・福祉戦略

　幹事部局名 健康福祉部 　評価者 企画振興部長 　評価確定日 令和６年７月31日

　県民の生活を支える保健・医療・福祉サービスの充実を図り、全ての人々が共に支え合い、健康で心豊かに暮らせる環
境づくりを推進します。

施策評価の結果

2022（Ｒ４） 2023（Ｒ５） 2024（Ｒ６） 2025（Ｒ７）

目指す姿１健康寿命日本一の実現 ｅ ｅ

目指す姿２安心で質の高い医療の提供 ｅ ｅ

目指す姿３高齢者と障害者の暮らしを支える体制の強化 ｅ ｅ

目指す姿４誰もが安全・安心を実感できる地域共生社会の実現 ｄ ｄ

総合評価 評価理由　　　　　

　コロナ禍により落ち込んだがん検診受診率（胃・大腸・肺・子
宮頸・乳）は、一部を除き改善傾向にあるが、コロナ禍前の水準
には戻っていない。

　健（検）診予約システムの未導入市町村に対してシステムの導入
を働きかけるなど、健（検）診を受診しやすい環境整備を進めると
ともに、かかりつけ医等による受診勧奨などを通じて、健（検）診
の受診促進を図る。

など　 など　

　人口減少と高齢化の進行による患者の減少、医療ニーズの変
化、医師の働き方改革の導入、医師等の不足・偏在が進行する中
で、質の高い医療を持続的に提供できる体制の構築が求められて
いる。

　二次医療圏の見直しを踏まえ、より広域的な枠組みの中で医療機
関の役割分担や連携体制について地域医療構想調整会議等で協議し
ていく。

など　 など　

　国は令和７年までに全ての市町村でチームオレンジを立ち上げ
ることを目標としているが、令和５年度末で５市町村６チームに
とどまっている。

　チームオレンジの立ち上げ等を担うオレンジコーディネーター研
修（令和３年度から実施）について、未受講の市町村には受講を積
極的に働きかける。

など　 など　

 民生委員・児童委員を対象に行った実態調査では、ひきこもり
状態にある者の８割以上が支援を受けていない可能性があり、全
般的に支援が行き届いていないおそれがある。また、市町村に
よって支援件数に大きな差がある。

 支援を必要とする方が一人でも多く相談窓口につながるよう、県
民公開講座等を通じてひきこもりに関する周知・啓発を図るととも
に、市町村職員等を対象とした支援者研修会を実施して、身近な支
援体制を強化する。また、更なる支援の強化のために、民間支援団
体等との意見交換を行い、支援ニーズの把握や支援のあり方を把握
するための実態調査や一元的な情報発信のあり方を検討する。

など　 など　

施　　　策

Ｅ
　施策評価の結果を基にした定量的評価が「Ｅ相当（平均点0.25）」であることから、総合評価は
「Ｅ」とする。

目指
す姿

　課題（戦略の目標達成に向けた課題など） 今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

1

2

3

4

　自己評価の「Ｅ」をもって妥当とする。
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